
山
梨
県
公
報
　
　
第
四
百
五
十
一
号
　
　
令
和
六
年
二
月
二
十
九
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
七
、六
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

六
三

山
梨
県
公
報

第
四
百
五
十
一
号

令
和
六
年

二
月
二
十
九
日

木　曜　日

目

次

告

示

○
道
路
の
区
域
変
更
（
四
件
）	

六
三

公

告

○
公
共
測
量
の
終
了	

六
四

○
都
市
計
画
の
変
更
図
書
の
縦
覧	

六
四

○
令
和
六
年
二
級
建
築
士
試
験
の
実
施	

六
四

○
令
和
六
年
木
造
建
築
士
試
験
の
実
施	

六
五

告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
三
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
東
建
設
事
務

所
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
二
十
一
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
二
月
二
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 
太 
郎

一
　
道
路
の
種
類
　
一
般
国
道

二
　
路
線
名
　
百
四
十
号

三
　
道
路
の
区
域

山
梨
県
告
示
第
四
十
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
東
建
設
事
務

所
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
二
十
一
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
二
月
二
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道

二
　
路
線
名
　
甲
府
山
梨
線

三
　
道
路
の
区
域

区
間

旧
新

の
別
敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

山
梨
市
堀
内
字
小
揚
五
一
五
番
地
先
か
ら

山
梨
市
大
工
字
中
村
田
三
三
八
番
一
地
先
ま
で

旧

九
・
五
～

　
　
　
二
〇
・
四

二
九
五
・
五

新

九
・
五
～

　
　
　
一
〇
・
七

二
九
五
・
五

山
梨
県
告
示
第
四
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
富
士
・
東
部
建

設
事
務
所
吉
田
支
所
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
二
十
一
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に

供
す
る
。

令
和
六
年
二
月
二
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道

二
　
路
線
名
　
青
木
ヶ
原
船
津
線

三
　
道
路
の
区
域

区
間

旧
新

の
別
敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
勝
山
字
南
羽
根
子
一
七

八
〇
番
一
地
先
か
ら

南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
勝
山
字
南
羽
根
子
一
七

八
〇
番
一
地
先
ま
で

旧

三
九
・
四
～

　
　
一
八
一
・
〇

一
七
・
〇

新

三
九
・
六
～

　
　
一
八
二
・
三

一
七
・
〇

区
間

旧
新

の
別
敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

山
梨
市
三
富
川
浦
字
地
藏
沢
八
九
六
番
一
地
先
か

ら山
梨
市
三
富
川
浦
字
地
藏
沢
八
八
二
番
地
先
ま
で

旧

一
八
・
六
～

　
　
　
四
四
・
三

一
一
二
・
〇

新

一
五
・
六
～

　
　
　
二
四
・
七

一
一
二
・
〇

区
間

旧
新

の
別
敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

山
梨
市
三
富
川
浦
字
地
藏
沢
八
九
六
番
一
地
先
か

ら山
梨
市
三
富
川
浦
字
地
藏
沢
八
八
二
番
地
先
ま
で

旧

一
八
・
六
～

　
　
　
四
四
・
三

一
一
二
・
〇

新

一
五
・
六
～

　
　
　
二
四
・
七

一
一
二
・
〇



山
梨
県
公
報
　
　
第
四
百
五
十
一
号
　
　
令
和
六
年
二
月
二
十
九
日

六
四

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
南
ア
ル
プ
ス
市
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
の
実
施
を
終
わ
っ
た
旨
の
通
知
を

受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す

る
。

令
和
六
年
二
月
二
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

一
　
測
量
の
種
類
　
公
共
測
量
（
デ
ジ
タ
ル
航
空
写
真
及
び
写
真
地
図
（
地
図
情
報
レ
ベ
ル

1
0
0
0
）
）

二
　
測
量
の
地
域
　
山
梨
県
南
ア
ル
プ
ス
市
の
一
部

三
　
測
量
の
期
間
　
令
和
五
年
十
月
二
十
日
か
ら
令
和
六
年
一
月
三
十
一
日
ま
で

◉
　
都
市
計
画
の
変
更
図
書
の
縦
覧

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二

十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
山
梨
市
長
か
ら
次
の
都
市
計
画
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、

同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
図
書
を
次

の
場
所
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
二
月
二
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

一
　
都
市
計
画
の
種
類
　
峡
東
都
市
計
画
道
路

二
　
縦
覧
場
所
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
山
梨
県
県
土
整
備
部
都
市
計
画
課

◉
　
令
和
六
年
二
級
建
築
士
試
験
の
実
施

建
築
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
号
）
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
六
年
二
級
建
築

士
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。
な
お
、
試
験
の
実
施
に
関
す
る
事
務
は
、
同
法
第
十
五
条
の
六
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
山
梨
県
指
定
試
験
機
関
で
あ
る
公
益
財
団
法
人
建
築
技
術
教
育
普
及
セ
ン
タ
ー

（
以
下
「
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。
）
に
行
わ
せ
る
。

令
和
六
年
二
月
二
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

一
　
試
験
日
時

1
　
学
科
の
試
験
　
令
和
六
年
七
月
七
日
（
日
）
午
前
十
時
十
分
か
ら
午
後
五
時
二
十
分
ま
で

2
　
設
計
製
図
の
試
験
　
令
和
六
年
九
月
十
五
日
（
日
）
午
前
十
一
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で

二
　
試
験
場
所
　
甲
府
市
相
生
二
丁
目
二
番
十
七
号
　
甲
府
商
工
会
議
所

三
　
受
験
申
込
手
続

⑴
　
原
則
と
し
て
、
新
規
受
験
者
を
含
め
た
す
べ
て
の
者
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
受
験
申
込
を

山
梨
県
告
示
第
四
十
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
富
士
・
東
部
建

設
事
務
所
（
吉
田
支
所
を
除
く
。
）
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
二
十
一
日
ま
で

一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
二
月
二
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道

二
　
路
線
名
　
四
日
市
場
上
野
原
線

三
　
道
路
の
区
域

区
間

旧
新

の
別
敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

上
野
原
市
秋
山
字
祭
神
戸
九
六
二
〇
番
一
地
先
か

ら上
野
原
市
秋
山
字
祭
神
戸
九
六
一
八
番
一
地
先
ま

で

旧

一
三
・
五
～

　
　
　
二
六
・
九

一
八
・
九

新

一
四
・
七
～

　
　
　
二
六
・
九

一
八
・
九

公
　
　
　
告

◉
　
公
共
測
量
の
終
了

区
間

旧
新

の
別
敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
勝
山
字
南
羽
根
子
一
七

八
〇
番
一
地
先
か
ら

南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
勝
山
字
南
羽
根
子
一
七

八
〇
番
一
地
先
ま
で

旧

三
九
・
四
～

　
　
一
八
一
・
〇

一
七
・
〇

新

三
九
・
六
～

　
　
一
八
二
・
三

一
七
・
〇



山
梨
県
公
報
　
　
第
四
百
五
十
一
号
　
　
令
和
六
年
二
月
二
十
九
日

六
五

な
お
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
受
験
申
込
が
行
え
な
い
正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
（
身
体
に

障
が
い
が
あ
り
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
が
困
難
で
あ
る
等
）
に
は
、
令
和
六
年
四
月
八
日

（
月
）
ま
で
に
セ
ン
タ
ー
本
部
（
電
話
〇
五
〇

－

三
〇
三
三

－

三
八
二
二
）
に
申
し
出
る
こ
と
。

四
　
合
格
者
の
発
表
及
び
合
否
等
の
通
知
　
令
和
六
年
十
二
月
五
日
（
木
）
（
予
定
）
（
学
科
の
試
験

に
つ
い
て
は
、
同
年
八
月
二
十
六
日
（
月
）
（
予
定
）
）

五
　
そ
の
他

1
　
設
計
製
図
の
試
験
の
課
題
は
、
令
和
六
年
六
月
十
二
日
（
水
）
頃
か
ら
セ
ン
タ
ー
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
（https://w

w
w
.jaeic.or.jp/

）
に
お
い
て
公
表
す
る
。

2
　
詳
細
に
つ
い
て
は
、
セ
ン
タ
ー
（
電
話
〇
五
〇

－

三
〇
三
三

－

三
八
二
二
）
に
問
い
合
わ
せ
る

こ
と
。

行
う
も
の
と
す
る
。

⑵
　
受
験
申
込
受
付
期
間
　
令
和
六
年
四
月
一
日
（
月
）
午
前
十
時
か
ら
同
月
十
五
日
（
月
）
午
後

四
時
ま
で

⑶
　
受
験
申
込
方
法
　
セ
ン
タ
ー
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（https://w

w
w
.jaeic.or.jp/

）
に
お
い
て
必

要
な
事
項
を
入
力
し
、
申
し
込
む
こ
と
。

な
お
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
受
験
申
込
が
行
え
な
い
正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
（
身
体
に

障
が
い
が
あ
り
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
が
困
難
で
あ
る
等
）
に
は
、
令
和
六
年
四
月
八
日

（
月
）
ま
で
に
セ
ン
タ
ー
本
部
（
電
話
〇
五
〇

－

三
〇
三
三

－

三
八
二
二
）
に
申
し
出
る
こ
と
。

四
　
合
格
者
の
発
表
及
び
合
否
等
の
通
知
　
令
和
六
年
十
二
月
五
日
（
木
）
（
予
定
）
（
学
科
の
試
験

に
つ
い
て
は
、
同
年
八
月
二
十
六
日
（
月
）
（
予
定
）
）

五
　
そ
の
他

1
　
設
計
製
図
の
試
験
の
課
題
は
、
令
和
六
年
六
月
十
二
日
（
水
）
頃
か
ら
セ
ン
タ
ー
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
（https://w

w
w
.jaeic.or.jp/

）
に
お
い
て
公
表
す
る
。

2
　
詳
細
に
つ
い
て
は
、
セ
ン
タ
ー
（
電
話
〇
五
〇

－

三
〇
三
三

－

三
八
二
二
）
に
問
い
合
わ
せ
る

こ
と
。

◉
　
令
和
六
年
木
造
建
築
士
試
験
の
実
施

建
築
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
号
）
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
六
年
木
造
建
築

士
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。
な
お
、
試
験
の
実
施
に
関
す
る
事
務
は
、
同
法
第
十
五
条
の
六
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
山
梨
県
指
定
試
験
機
関
で
あ
る
公
益
財
団
法
人
建
築
技
術
教
育
普
及
セ
ン
タ
ー

（
以
下
「
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。
）
に
行
わ
せ
る
。

令
和
六
年
二
月
二
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 
太 
郎

一
　
試
験
日
時

1
　
学
科
の
試
験
　
令
和
六
年
七
月
二
十
八
日
（
日
）
午
前
十
時
十
分
か
ら
午
後
五
時
二
十
分
ま
で

2
　
設
計
製
図
の
試
験
　
令
和
六
年
十
月
十
三
日
（
日
）
午
前
十
一
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で

二
　
試
験
場
所
　
甲
府
市
相
生
二
丁
目
二
番
十
七
号
　
甲
府
商
工
会
議
所

三
　
受
験
申
込
手
続

⑴
　
原
則
と
し
て
、
新
規
受
験
者
を
含
め
た
す
べ
て
の
者
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
受
験
申
込
を

行
う
も
の
と
す
る
。

⑵
　
受
験
申
込
受
付
期
間
　
令
和
六
年
四
月
一
日
（
月
）
午
前
十
時
か
ら
同
月
十
五
日
（
月
）
午
後

四
時
ま
で

⑶
　
受
験
申
込
方
法
　
セ
ン
タ
ー
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（https://w

w
w
.jaeic.or.jp/

）
に
お
い
て
必

要
な
事
項
を
入
力
し
、
申
し
込
む
こ
と
。



発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
　
　
第
四
百
五
十
一
号
　
　
令
和
六
年
二
月
二
十
九
日

六
六


